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第２次丹波市空き家等対策計画の策定について 

 

平成 28 年３月に策定した「丹波市空き家等対策計画」は、平成 28 年度から令和

７年度の 10 年間を計画期間としており、終期は令和８年３月となっておりますが、

H30 住宅土地統計調査の結果や昨年各自治会から提供のあった空き家情報の結果か

ら市内の空き家は増加し続けていると推測され、新型コロナウイルスの感染拡大に

より社会情勢や経済状況に大きな変化が発生しており、空き家の利活用や管理につ

いても影響がでていることが予測されます。また、本計画の上位計画である「丹波

市住生活基本計画」が令和 4年度中に改定されることから、改定版の計画と連携を

図りながら推進していく計画とする必要があります。 

第 2次丹波市空き家等対策計画(以下「第 2次計画」といいます。)は、令和 4年

度中に実施予定の市内の空き家実態調査や所有者アンケート調査の結果を基に、次

の項目を整理して作成していくものとし、令和 6年 3月の策定を目途に、計画策定

作業を進めていきます。 

 

１．第２次計画に整理する事項（案） 

  (１)計画の目的 

    計画の目的、位置づけ、計画期間、計画の対象空き家等の整理 

  （２）空き家等の現状と課題 

    H30 住宅土地統計調査の分析、兵庫県・丹波市の空き家等の現状分析 

    丹波市の空き家等対策の課題の整理 

  （３）空き家等対策に関する基本的な考え方 

    計画の基本方針、施策目標と施策方針、関連主体の役割と協力連携体制の検討 

  （４）空き家等対策の取組 

    発生予防対策、適正管理対策、利活用対策、管理不全対策、相談実施体制の整       

備 

  （５）その他空き家等対策の実施に関する取組等 

    成果指標の設定、支援施策の検証 

 

２．第２次計画の策定に必要な今後の作業 

①市内全域の実態調査 

  自治会からの情報提供や水道の閉栓情報、前回調査(H27 年 8 月)のデータを元に、

調査員による実態調査を実施。 

②所有者等への意向アンケート 

  ①の実態調査で把握した空き家等の所有者等に、空き家の管理や今後の活用等に

ついて、アンケート調査を実施 

③現行計画の評価、検証 
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 空き家等対策審議会で、これまでの当該計画に基づく取組の評価・検証を行い、第

２次計画に盛り込んでいく。 

⑤第２次計画の骨子案、素案の検討 

  空き家等対策審議会で改定版計画の骨子案、素案の検討。 

 

 

３．第２次計画の策定スケジュール（案） 

年度 月 審 議 会 
実態調査、アンケート等、計画

策定 

備 

考 

R4 年度 

７月  実態調査受託業者決定  

8 月  実態調査業務着手（業務委託）  

9 月  調査員による実態調査の実施  

10 月～

12 月 

・所有者アンケートの内容検討等 

・課題の再整理 
  

1 月  

・実態調査完了(市内空き家の特定

作業完了) 

・所有者アンケートの実施 

 

2 月  
・現地調査報告書完成 

・空き家データベース化完了 
 

3 月 実態調査結果報告   

R5 年度 

5 月  骨子案の作成  

6 月～8

月 

アンケート結果報告 

骨子案の確認、修正 
  

9 月  素案の作成  

9 月～

11 月 
素案の確認、修正 パブリックコメント準備  

12 月  パブリックコメント実施  

2 月 
パブリクコメント結果報告 

答申 
パブリックコメント集約、対応検討  

3 月 第２次丹波市空き家等対策計画策定  

R6 年度 4 月 計画に基づき事業実施  

 


